
現状変更申請を予定

現状変更場所，内容を
相談・確認

申請書，添付書類を提出

現状変更終了後
終了報告書，添付書類を提出

【現状変更申請フローチャート】

※申請内容により流れが異なります。
詳しくは高知市民権・文化財課まで
お問い合わせください。

・現状変更等の仕様書及び設計書
・実測図
・写真
・土地所有者（四国財務局）の承諾書
・管理団体（高知県）の意見書

・現状変更等の仕様書及び設計書
・実測図
・写真
・土地所有者（高知市みどり課）の
承諾書（使用・占用許可証の写し）
・管理団体（高知県）の意見書

添付書類（主に必要なもの）

高知城跡（丸ノ内緑地を除く）の場合 丸ノ内緑地の場合

高知市民権・文化財課へ

高知市民権・文化財課へ

高知市民権・文化財課へ

現状変更の実施

許可


